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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワーク上に構築されたサイト上で企業と企業とがリアルタイムの与
信判断に基づいて商取引を可能にする商取引与信システムにおいて、
前記サイトを管理するコンピュータが、
　前記サイト上での商取引に売主または買主として新たに関与しようとする者が入力した
参加条件のデータを前記コンピュータが審査局に参加条件を判断させ、参加の条件を充足
している場合に取引者として前記コンピュータが認証させる取引者認証手段と、
　前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少なくとも一つを含む所
定の企業データに基づいて前記取引者のランクを前記コンピュータが設定させるランク設
定手段と、
　該ランク設定手段によって設定されたランクに基づいて前記取引者の前記商取引の取引
限度額を前記コンピュータが設定させる取引限度額設定手段と、
　前記設定されたランクに基づいて与信先企業の倒産確率を算出させる倒産確率評価手段
と、
　前記商取引の額が該商取引の売主または買主の前記取引限度額を超える場合に前記コン
ピュータが前記商取引を制限させる商取引制限手段であって、前記取引限度額を超える場
合に売主または買主に警告を発し、若しくは商取引を停止させることを特徴とする商取引
制限手段と、
　前記認証を受けた取引者に関し前記サイト上での過去の取引に関する所定の取引データ
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を前記コンピュータが管理させる取引データ管理手段であって、前記ランクを決定するに
際して該取引データ管理手段によって管理されている前記取引データを参照させ、所定の
条件にしたがってランクを設定させる判断をさせることを特徴とする取引データ管理手段
と、
　前記算出された倒産確率と、与信先企業の資本コスト率と、与信先企業の経費率との和
を最低必要口銭率として設定させる口銭率評価手段と、
を有し、
　前記取引データには、前記商取引において何らかのクレームがあったかどうかに関する
前記取引者についてのクレーム情報、取引者の倒産情報、取引者が関与する手形の不渡り
に関する情報、最低必要口銭率、取引者が関与する差し押さえに関する情報、何らかの経
営の悪化を示す兆候の有無についての前記取引者に関する不安情報の少なくとも１つの情
報が含まれることを特徴とする商取引与信システム。
【請求項２】
　前記取引データには、前記商取引における取引者の支払いぶりに関する情報が含まれて
おり、前記取引データ管理手段は、所定期間ごとに取引者の支払いぶりに関する情報をチ
ェックし前記企業データに反映させるようになっており、
　前記企業データを数値で評価し、その数値評価に基づいて前記ランクが決定されること
を特徴とし、
　取引者の平均月商と前記企業データの数値評価に基づいて前記取引限度額を決定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の商取引与信システム。
【請求項３】
　前記取引データに基づき、所定の期間内に所定回数以上前記商取引を行った取引者の前
記ランクを上位に変更するように構成され、
　前記取引データに基づき、所定の期間内に所定日数以上の遅延支払いの商取引を行った
取引者の前記ランクを下位に変更するように構成されたことを特徴とする請求項１又は２
に記載の商取引与信システム。
【請求項４】
　コンピュータネットワーク上に構築されたサイト上で企業と企業とがリアルタイムの与
信判断に基づいて商取引を可能にする商取引与信方法において、
前記サイトを管理するコンピュータが、
　前記サイト上での商取引に売主または買主として新たに関与しようとする者が入力した
参加条件のデータを審査局に参加条件を判断させ、参加の条件を充足している場合に取引
者として前記コンピュータが認証させるステップと、
　前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少なくとも一つを含む所
定の企業データに基づいて前記取引者のランクを前記コンピュータが設定させるステップ
と、
　該ランクに基づいて前記取引者の前記商取引の取引限度額を前記コンピュータが設定さ
せるステップと、
　前記設定されたランクに基づいて与信先企業の倒産確率を算出させるステップと、
　前記商取引の額が該商取引の売主または買主の前記取引限度額を超える場合に前記コン
ピュータが前記商取引を制限させるステップであって、売主または買主に警告を発し、若
しくは商取引を停止させることを特徴とするステップと、
　前記認証を受けた取引者に関し前記サイト上での過去の取引に関する所定の取引データ
を前記コンピュータが管理させるステップであって、前記ランクを決定するに際して該管
理させるステップによって管理されている前記取引データを参照し、所定の条件にしたが
ってランクを設定させる判断をさせることを特徴とするステップと、
　前記算出された倒産確率と、与信先企業の資本コスト率と、与信先企業の経費率との和
を最低必要口銭率として設定させるステップと、
を有し、
　前記取引データには、前記商取引において何らかのクレームがあったかどうかに関する
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前記取引者についてのクレーム情報、取引者の倒産情報、取引者が関与する手形の不渡り
に関する情報、最低必要口銭率、取引者が関与する差し押さえに関する情報、何らかの経
営の悪化を示す兆候の有無についての前記取引者に関する不安情報の少なくとも１つの情
報が含まれることを特徴とする商取引与信方法。
【請求項５】
　前記商取引に関与する者の企業名を含む名称を少なくともサイトオーナーは識別するこ
とができるが、前記サイト内で特定の識別標識により取引者を特定することにより、買主
又は売主は選択により匿名で商取引を行うようになっており、
　前記取引データには、前記商取引における取引者の支払いぶりに関する情報が含まれて
おり、前記取引データを前記コンピュータが管理させるステップは、所定期間ごとに取引
者の支払いぶりに関する情報をチェックし前記企業データに反映させることを特徴とし、
　前記企業データを数値で評価し、その数値評価に基づいて前記ランクが決定されること
を特徴とし、
　取引者の平均月商と前記企業データの数値評価に基づいて前記取引限度額を決定するこ
とを特徴とする請求項４に記載の与信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータネットワーク上における企業間商取引に関し、特にコンピュータ
ネットワーク上における商取引の際に発生するリスクをマネージメントするシステムに関
し、特に企業間同士の決済における与信を判断するシステムに関する。更に本発明は、特
に会員制で構成され且つ参加会員が完全匿名化された電子商取引システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータネットワーク上ではない、実社会での企業間同士の商取引では、サプライヤ
（売り手）企業とバイヤ（買い手）企業との間に商社などの仲介業者が介在し、個々の売
り手企業の生産能力、品質管理状況などから売り限度を判断し、また買い手企業の財務状
況、支払いぶりなどから与信限度をその都度仲介業者が判断して手形決済などの商取引が
行われている。つまり、商社などの仲介業者が企業間の商取引における在庫リスクなどを
とることにより、企業間の商取引に介入し、決済条件等によりユーザンスを供与し、いわ
ゆる商社金融を付け、大規模な商取引が成立している。
【０００３】
一方、近年爆発的に普及しつつあるインターネットに代表されるコンピュータネットワー
ク上での電子商取引（以下、「エレクトリック・コマース」、「ＥＣ」とも言う。）は、
企業と個人（以下、「B to C」とも言う。）、若しくは個人と個人（以下、「C to C」と
も言う。）における電子商取引形態が普及しつつあるが、安全な電子商取引形態が確立さ
れていないため、詐欺取引、クレーム問題等のトラブルが多発し大きな社会問題ともなり
つつある。特にインターネットにおける電子商取引では、匿名性が高く、ユーザの改竄な
どが行われやすいにもかかわらず、その発見が困難であるという特徴を備えており、信用
取引を行うには非常にリスクが高いのが現状である。企業と企業（以下、「B to B」とも
言う。）における商取引は、B to C及びC to Cにおける商取引と比べ取引金額が大きく、
いわゆるインターネット銀行などと称される決済面でのインフラの整備も遅れており、よ
り大きなリスクが内在している。
【０００４】
また、在来のB to Bの電子商取引サイトにおける商取引は、電子商取引に参加しているユ
ーザ間の互いの希望売買条件が合致するまでは匿名で交渉を進めるが、合致した以降は取
引相手を公開し、その後当事者同士が残りの条件（例えば、デリバリー、決済など）を決
定するという方式をとっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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ネットワーク上の電子商取引は、実社会の商取引に比べ簡便で非常に速いスピードで商取
引が成立するため、今後大きなマーケットの形成が期待されるが、この電子商取引のメリ
ットをB to Bにおいても維持するためには電子商取引の際にリアルタイムでリスクを把握
し、管理する必要がある。
【０００６】
また、電子商取引サイトを運営するためには、サイトの立ち上げ及び運営のための費用が
生じるため、企業ユーザが電子商取引サイトに参加するためには相当額の参加費用を支払
うことが一般的である。電子商取引を希望する参加ユーザは、該参加費用を支払ったとし
ても、電子商取引における売買が実社会での直接取引よりも相対的に安価である場合には
、電子商取引に参加する意義がある。上記のようなB to Bの電子商取引形態では、企業ユ
ーザが電子商取引にはじめて参加する場合には多くの取引相手と知り合い、マッチングす
る可能性があるため、電子商取引に参加する以前には知らなかった取引相手企業を見つけ
ることができる可能性があるため有用であるが、いったん有望な取引相手企業が見つかっ
てしまうと該電子商取引サイトに参加する意義が低下する。特に、企業ユーザ間で希望価
格を調整することが可能な場合には、電子商取引サイトへの参加費用及び仲介手数料分だ
け取引における費用がかさむこととなり、電子商取引を介さずに直接取引をした方が安価
な取引となる場合があり得る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上述のような不便を解消するため、本発明はコンピュータネットワーク上でのリアルタイ
ム与信判断、取引限度管理、債権管理、認証リスク管理などを提供することを目的として
おり以下の特徴を有する。
【０００８】
本発明にかかる与信システムは、コンピュータネットワーク上に構築されたサイト上で商
取引を可能にする商取引与信システムにおいて、前記サイト上での商取引に売主または買
主として新たに関与しようとする者が所定の条件を充足している場合に取引者として認証
する取引者認証手段と、前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少
なくとも一つを含む所定の企業データに基づいて前記取引者のランクを設定するランク設
定手段と、該ランク設定手段によって設定されたランクに基づいて前記取引者の前記商取
引の取引限度額を設定する取引限度額設定手段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
さらに前記与信システムは、前記商取引の額が該商取引の売主または買主の前記取引限度
額を超える場合に前記商取引を制限する商取引制限手段とを備え、該商取引制限手段は、
前記取引限度額を超える場合に売主または買主に警告を発し、若しくは商取引を停止させ
ることを特徴とする。
【００１０】
さらに前記認証を受けた取引者に関し前記サイト上での過去の取引に関する所定の取引デ
ータを整理して管理する取引データ管理手段を備え、前記ランクを決定するに際して該取
引データ管理手段によって管理されている前記取引データを参照し、所定の条件にしたが
って考慮することを特徴とする。
【００１１】
また、前記取引データには、前記商取引において何らかのクレームがあったかどうかに関
する前記取引者についてのクレーム情報、取引者の倒産情報、取引者が関与する手形の不
渡りに関する情報、取引者が関与する差し押さえに関する情報、何らかの経営の悪化を示
す兆候の有無についての前記取引者に関する不安情報の少なくとも１つの情報が含まれる
ことを特徴とする。
【００１２】
更に、前記取引データには、前記商取引における取引者の支払いぶりに関する情報が含ま
れており、前記取引データ管理手段は、所定期間ごとに取引者の支払いぶりに関する情報
をチェックし前記企業データに反映させるようになっていることを特徴とする。
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【００１３】
好ましい実施形態では、本発明にかかる与信システムは、前記企業データを数値で評価し
、その数値評価に基づいて前記ランクが決定されることを特徴とする。
【００１４】
更に、前記与信システムは、前記取引データに基づき、所定の期間内に所定回数以上適正
に前記商取引を行った取引者の前記ランクを上位に変更するように構成されたことを特徴
とする。
【００１５】
また、前記取引データに基づき、所定の期間内に所定日数以上の遅延支払いの商取引を行
った取引者の前記ランクを下位に変更するように構成されたことを特徴とする。
【００１６】
他の好ましい実施形態では、前記取引制限手段が、前記取引データに基づき、所定の期間
内に所定日数以上の遅延支払いの商取引を少なくとも二回以上の所定回数行った取引者の
前記サイト上での商取引を停止するように構成されたことを特徴とする。またこの所定の
条件はサイトオーナーが決定することができることを特徴とする。
【００１７】
更に、取引者の平均月商と前記企業データの数値評価に基づいて前記取引限度額を決定す
ることを特徴とする。
【００１８】
また、別の好ましい実施形態では、前記商取引制限手段が、当該商取引の売主と買主の取
引限度額が異なる場合には額の低い取引者の取引限度額を超える商取引を禁止するように
構成されたことを特徴とする。
【００１９】
また本発明の別の特徴によれば、コンピュータネットワーク上に構築されたサイト上で商
取引を可能にする本発明にかかる商取引与信方法は、前記サイト上での商取引に売主また
は買主として新たに関与しようとする者が所定の条件を充足している場合に取引者として
認証し、前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少なくとも一つを
含む所定の企業データに基づいて前記取引者のランクを設定し、該ランクに基づいて前記
取引者の前記商取引の取引限度額を設定し、前記商取引の額が該商取引の売主または買主
の前記取引限度額を超える場合に前記商取引を制限することを特徴とする。
【００２０】
更に本発明にかかる前記方法は、前記商取引に関与する者の企業名を含む名称を少なくと
もサイトオーナーは識別することができるが、前記サイト内で特定の識別標識により取引
者を特定することにより、買主又は売主は選択により匿名で商取引を行うようになってい
ることを特徴とする。
【００２１】
また本発明の更に別の特徴によれば、コンピュータネットワークを介した商取引に売主ま
たは買主として新たに関与しようとする者が所定の条件を充足している場合に取引者とし
て認証し、前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少なくとも一つ
を含む所定の企業データに基づいて前記取引者のランクを設定し、該ランクに基づいて前
記取引者の前記商取引の取引限度額を設定し、前記商取引の額が該商取引の売主または買
主の前記取引限度額を超える場合に前記商取引を制限するというステップを有するプログ
ラムを表す信号を搬送波に載せてコンピュータネットワークに提供することを特徴とする
。
【００２２】
また本発明の更に別の特徴によれば、本発明にかかるアルゴリズムを有するプログラムデ
ータを記録した記録媒体が、コンピュータネットワークを介した商取引に売主または買主
として新たに関与しようとする者が所定の条件を充足している場合に取引者として認証し
、前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少なくとも一つを含む所
定の企業データに基づいて前記取引者のランクを設定し、該ランクに基づいて前記取引者
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の前記商取引の取引限度額を設定し、前記商取引の額が該商取引の売主または買主の前記
取引限度額を超える場合に前記商取引を制限するというステップを有するプログラムデー
タの少なくとも一部を記録したことを特徴とする。
【００２３】
また本発明の更に別の特徴によれば、本発明にかかるアルゴリズムを有するプログラムデ
ータを伝送する伝送媒体が、コンピュータネットワークを介した商取引に売主または買主
として新たに関与しようとする者が所定の条件を充足している場合に取引者として認証し
、前記認証を受けた取引者に関する、資本金、売上高及び業歴の少なくとも一つを含む所
定の企業データに基づいて前記取引者のランクを設定し、該ランクに基づいて前記取引者
の前記商取引の取引限度額を設定し、商取引の額が該商取引の売主または買主の前記取引
限度額を超える場合に前記商取引を制限するというステップを有するプログラムデータの
少なくとも一部を伝送することを特徴とする。
【００２４】
更に上述のような問題点を解消し、安定した電子商取引サイトを運営するためには、電子
商取引サイトにおける参加企業ユーザの顧客情報を該電子商取引サイトの運営者（オーナ
）のみが認識することができ、参加企業ユーザ間では取引成立後の納品・デリバリー及び
決済まで終始完全に秘匿化させることが必要である。本発明は、このように参加企業ユー
ザの情報を互いに最後まで完全に秘匿化することにより、電子商取引サイトの利用者の減
少を防止することができ、安定した電子商取引マーケットを拡大させることを目的として
おり、以下の特徴を有する。
【００２５】
本発明に係る匿名での商取引を可能にする商取引システムは、複数の情報端末装置からア
クセス可能なコンピュータネットワーク上に構築されたサイトでの商取引に売手又は買手
として新たに関与しようとする者が、所定の条件を充足している場合に、取引者として認
証する認証手段と、前記認証を受けた取引者が匿名で商品情報を公開及び閲覧することを
可能にする情報公開・閲覧手段と、前記サイト上で公開及び閲覧した商品情報に基づいて
商取引が成立した場合に、商取引が成立した旨を匿名で取引に参加した者にも通知する通
知手段と、売手から買手に匿名性を確保しつつ、前記商取引が成立した商品を引き渡す引
渡手段と、前記買手及び売手の情報の匿名性を確保しつつ、商取引の決済をすることがで
きる決済手段とを備えたことを特徴とする。
【００２６】
また本発明の別の特徴によれば、匿名での商取引を可能にする商取引方法は、複数の情報
端末装置からアクセス可能なコンピュータネットワーク上に構築されたサイトでの商取引
に売手又は買手として新たに関与しようとする者が、所定の条件を充足している場合に、
取引者として認証し、前記認証を受けた取引者が匿名による買手として購入を希望する商
品情報を前記サイトで公開し、前記認証を受けた取引者が匿名による売手として前記公開
された商品情報を前記サイトで閲覧し、前記サイト上で公開及び閲覧した商品情報に基づ
いて商取引が成立した場合に、商取引が成立した旨を匿名で取引に参加した者にも通知し
、売手から匿名性を確保しつつ前記商取引が成立した商品を引取り、前記商取引が成立し
た商品を匿名性を確保しつつ買手に納品し、前記買手及び売手の情報の匿名性を確保しつ
つ商取引の決済をすることができることを特徴とする。
【００２７】
更に前記商取引が、(a)匿名による買手として購入を希望する商品の希望価格を設定し、(
b)匿名による買手として購入を希望する商品情報を前記サイトで公開し、(c)前記公開さ
れた商品情報を匿名による売手として前記サイトで閲覧し、(d)前記公開された商品情報
のうち販売を希望する場合は、匿名で売手が販売希望価格を提示し、(e)前記売手の販売
希望価格が前記買手の購入希望価格以下か判断し、(f)ステップ(e)において、前記売手の
希望販売価格が前記買手の購入希望価格を上回るならば、他の売手を探索し、(g)前記他
の売手が見つからなかったならば、売手が見つかるまでステップ(a)乃至(f)の処理を繰り
返し、前記他の売手が見つかったならばステップ(i)に移り、(h)ステップ(e)において、
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前記売手の販売希望価格が前記買手の購入希望価格以下ならばステップ(i)に移り、(i)更
に他に前記買手の購入希望価格以下の販売希望価格を提示した競合する売手がいるか判断
し、(j)ステップ(i)において、競合状態であれば、より低い価格を提示した売手を落札さ
せる競合解消ルーチンに移り、その後商取引が成立し、(k)ステップ(i)において、競合状
態でなければ、商取引が成立する、というステップを少なくとも有することを特徴とする
。
【００２８】
本発明の別の特徴によれば、匿名での商取引を可能にする商取引方法は、複数の情報端末
装置からアクセス可能なコンピュータネットワーク上に構築されたサイトでの商取引に売
手又は買手として新たに関与しようとする者が、所定の条件を充足している場合に、取引
者として認証し、前記認証を受けた取引者が匿名による売手として提供する商品情報を前
記サイトで公開し、前記認証を受けた取引者が匿名による買手として前記公開された商品
情報を前記サイトで閲覧し、前記サイト上で公開及び閲覧した商品情報に基づいて商取引
が成立した場合に、商取引が成立した旨を匿名で取引に参加した者にも通知し、売手から
匿名性を確保しつつ前記商取引が成立した商品を引取り、前記商取引が成立した商品を匿
名性を確保しつつ買手に納品し、前記買手及び売手の情報の匿名性を確保しつつ、商取引
の決済をすることを特徴とする。
【００２９】
好ましい実施形態では前記商取引が、(a)匿名による売手として販売を希望する商品の希
望価格を設定し、(b)匿名による売手として販売を希望する商品情報を前記サイトで公開
し、(c)前記公開された商品情報を匿名による買手として前記サイトで閲覧し、(d)前記公
開された商品情報のうち購入を希望する場合は、匿名で買手が購入希望価格を提示し、(e
)前記買手の購入希望価格が前記買手の購入希望価格以下か判断し、(f)ステップ(e)にお
いて、前記買手の購入希望価格が前記売手の販売希望価格を下回るならば、他の買手を探
索し、(g)前記他の買手が見つからなかったならば、買手が見つかるまでステップ(a)乃至
(f)の処理を繰り返し、前記他の買手が見つかったならばステップ(i)に移り、(h)ステッ
プ(e)において、前記買手の購入希望価格が前記売手の販売希望価格以上ならばステップ(
i)に移り、(i)更に他に前記売手の販売希望価格以上の購入希望価格を提示した競合する
買手がいるか判断し、(j)ステップ(i)において、競合状態であれば、より高い価格を提示
した買手を落札させる競合解消ルーチンを経た後にステップ(l)に移り、(k)ステップ(i)
において、競合状態でなければステップ(l)に移り、(l)まだ売手の販売希望商品が残って
いるか否か判断し、(m)ステップ(l)において、まだ商品が残っているならばステップ(a)
乃至(l)の処理を繰り返し、(n)ステップ(l)において、商品が残っていないならば販売を
終了する、というステップを少なくとも有することを特徴とする。
【００３０】
更に別の好ましい実施形態では、前記商取引が、(a)匿名による売手として販売を希望す
る商品の希望価格を設定し、(b)匿名による売手として販売を希望する商品情報を前記サ
イトで公開し、(c)前記公開された商品情報を匿名による買手として前記サイトで閲覧し
、(d)前記公開された商品情報のうち購入を希望する場合は、匿名で買手が購入希望価格
を提示し、(e)前記買手の購入希望価格が前記買手の購入希望価格以下か判断し、(f)ステ
ップ(e)において、前記買手の購入希望価格が前記売手の販売希望価格を下回るならば、
他の買手を探索し、(g)前記他の買手が見つからなかったならば、買手が見つかるまでス
テップ(a)乃至(f)の処理を繰り返し、前記他の買手が見つかったならばステップ(i)に移
り、(h)ステップ(e)において、前記買手の購入希望価格が前記売手の販売希望価格以上な
らばステップ(i)に移り、(i)更に他に前記売手の販売希望価格以上の購入希望価格を提示
した競合する買手がいるか判断し、(j)ステップ(i)において、競合状態であれば、前記売
手と複数の競合する買手とが個別に商談をすることにより特定の買手を決定した後にステ
ップ(l)に移り、(k)ステップ(i)において、競合状態でなければステップ(l)に移り、(l)
まだ売手の販売希望商品が残っているか否か判断し、(m)ステップ(l)において、まだ商品
が残っているならばステップ(a)乃至(l)の処理を繰り返し、(n)ステップ(l)において、商
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品が残っていないならば販売を終了する、というステップを少なくとも有することを特徴
とする。
【００３１】
更に別の好ましい実施形態では、前記ステップ(d)において、前記公開された商品情報の
うち購入を希望し発注する前に、当該商品のサンプルを匿名で請求し、その後匿名で買手
が購入希望価格を提示することを特徴とする。
【００３２】
また別の好ましい実施形態では、前記決済において、前記匿名による買手に対するユーザ
ンスを、前記匿名による売手に対するユーザンスよりも長く設定することができることを
特徴とする。
【００３３】
更に、本発明にかかる与信システムは、コンピュータネットワーク上に構築されたサイト
上で企業の信用情報をユーザ側端末に提供する与信システムにおいて、前記ユーザ側端末
から前記サイト上の信用情報へのアクセスを許可するためのユーザ認証手段と、前記ユー
ザ認証手段により許可されたユーザの企業情報を特定するユーザ情報特定手段と、少なく
とも１つの与信先企業を特定するための与信先企業特定手段と、前記特定された与信先企
業の企業情報を表示する与信先情報表示手段と、前記特定された与信先企業との商取引に
おける希望取引限度額を前記ユーザ側端末から入力することができる希望取引限度額入力
手段とを備え、ユーザ側から入力された前記希望取引限度額と前記特定された与信先企業
の企業情報とを比較することにより、商取引の安全性の判断をユーザ側端末に略リアルタ
イムで提供することを特徴とする。
【００３４】
更に前記与信システムは、前記ユーザ情報特定手段が、前記ユーザ認証手段によって認証
されたユーザが、ユーザ企業情報をユーザ側端末から直接訂正することができるユーザ情
報訂正手段を更に有すること特徴とする。
【００３５】
更に前記与信システムは、前記希望取引限度額入力手段が、少なくとも月商と、回収月数
とを入力する手段を備え、前記月商と回収月数との積から求められた希望取引限度額を入
力することができることを特徴とする。
【００３６】
更に前記与信システムは、前記ランク設定手段によって設定されたランクに基づいて与信
先企業の倒産確率を評価する倒産確率評価手段とを更に備え、少なくとも前記倒産確率評
価手段によって求められた倒産確率と、与信先企業の資本コスト率と、与信先企業の経費
率との和を計算することにより最低必要口銭率を算定する口銭率評価手段を更に有するこ
とを特徴とする。
【００３７】
更に前記与信システムは、与信先企業の前記取引限度額と、前記希望取引限度額との差を
、前記回収月数で除算することにより、ひと月当たりの取引目標額を評価する手段を更に
備えたことを特徴とする。
【００３８】
好ましい実施形態では、本発明にかかる与信先企業管理システムは、前記与信システムに
より評価された１以上の与信先企業情報を、ユーザが比較可能なようにユーザ側端末画面
に特定の管理画面を表示させることができる与信先企業管理手段を有する。
【００３９】
更に前記与信先企業管理システムは、前記管理手段が、与信先企業毎に少なくとも前記ラ
ンク情報と、前記限度額情報と、当該与信先企業を評価した日付情報とを備え、ユーザが
前記各情報毎に与信先企業情報を所望の情報に従って評価することができることを特徴と
する。
【００４０】
また、本発明の別の特徴によれば、コンピュータネットワーク上に構築されたサイト上で
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企業の信用情報をユーザ側端末に提供する商取引与信方法は、前記信用情報にアクセスし
ようとする者が所定の条件を充足している場合にユーザとして認証し、前記認証を受けた
ユーザに、所望の与信先企業の企業情報を提供し、前記認証を受けたユーザに対して、与
信先企業との商取引において希望する取引限度額を入力させ、前記入力された希望取引限
度額と、前記与信先企業情報とを評価し、商取引の安全性の判断をユーザに略リアルタイ
ムで提供することを特徴とする。
【００４１】
更に本発明にかかる前記方法は、前記認証を受けたユーザに対して、ユーザ側端末でユー
ザ企業情報を訂正させるステップを更に有することを特徴とする。
【００４２】
更に本発明にかかる前記方法は、前記認証を受けたユーザが前記希望取引限度額を入力す
る際に、前記認証を受けたユーザに対して少なくとも月商と、回収月数とを入力させ、前
記入力された月商と回収月数との積から求められた金額を前記希望取引限度額と設定する
ことができることを特徴とする。
【００４３】
更に本発明にかかる前記方法は、前記ランク設定手段によって設定されたランクに基づい
て与信先企業の倒産確率を算出し、少なくとも前記倒産確率と、与信先企業の資本コスト
率と、与信先企業の経理比率との和を最低必要口銭率として設定し、前記認証を受けたユ
ーザに前記最低必要口銭率を提供することを特徴とする。
【００４４】
更に本発明にかかる前記方法は、与信先企業の前記取引限度額と、前記希望取引限度額と
の差を、前記回収月数で除算し、ひと月当たりの取引目標額として設定し、前記認証を受
けたユーザに前記取引目標額を提供することを特徴とする。
【００４５】
また本発明の更に別の特徴によれば、本発明にかかる与信先企業管理方法は、前記商取引
与信方法により提供された１以上の与信先企業情報を、ユーザが比較可能なようにユーザ
側端末画面に特定の管理画面を表示させることを特徴とする。
【００４６】
また本発明の更に別の特徴によれば、与信先企業管理システムに登録された少なくとも１
以上の与信先企業と商取引をするにあたり、ユーザ認証手段により認証されたユーザに対
して所定の金融サービスを提供することができるようにユーザ側端末画面にユーザインタ
ーフェースを提供する本発明にかかる電子商取引システムは、少なくとも１以上の金融サ
ービスを選択することができる金融サービス選択手段と、前記金融サービスを受ける際の
ユーザ側の条件を入力することができるサービス適用条件入力手段とを有することを特徴
とする。
【００４７】
また本発明の更に別の特徴によれば、コンピュータネットワーク上に構築されたサイト上
で与信先企業と電子商取引をするにあたり、ユーザ認証手段により認証されたユーザに対
して所定の金融サービスを提供することができる本発明にかかる電子商取引方法は、ユー
ザに対して少なくとも１つ以上の金融サービスを選択させ、前記金融サービスを提供する
場合の条件をユーザに入力させるステップを有することを特徴とする。
【００４８】
【発明の実施の形態】
図１に、本発明による与信判断システムが機能するネットワークシステムの概略図を示す
。本システムは、インターネット１０上でアクセス可能なＥＣリスクマネージメントサイ
ト２０と、企業情報データベース３０と、認証局４０とを有する。好ましい実施形態では
、企業情報データベースは、独自の評点評価を有する株式会社帝国データバンクの企業概
要データベースＣＯＳＭＯＳ２などを利用することができる。このＥＣリスクマネージメ
ントサイト２０で電子商取引をするためには、インターネットに接続している売り手（５
１、５２．．．）及び買い手（６１、６２．．．）は認証局４０を介して該サイト２０に
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ログオンする。
【００４９】
図２にＥＣリスクマネージメントサイト２０の概略図を示す。ユーザである売り手及び買
い手は、外部認証局４０を介して該サイト２０にログオンする。ログオンの際に、当該サ
イト２０を運営する主体によるサイト認証局７０において認証を行う。サイト認証局７０
では、ユーザの認証を行うと共に、管理番号及び期限をつける。次いで期限・権限の管理
局８０において、予め登録してあるクレームデータ８１、不安情報データ８２などを参照
して認証の期限の管理、及びクレーム、不安情報が発生していないかどうか、その度合い
によって取引権限の管理を行い、突然不測の事態が発生した場合にも取引停止などの取引
権限の管理を行う。
【００５０】
次いで、ユーザの電子商取引におけるリスクをマネージメントする与信判断を行う。図２
のＳ１乃至Ｓ３に示す判断に基づき、それぞれ「売り限度の判断」、「買い限度の判断」
（ランクの設定）及び「支払いぶりによる買い限度の調整」を実施し、ランクに応じた買
い限度を予め設定しておき、その買い限度とランクを連動させ、設定された売り限度と買
い限度内に取引が行われているかチェックし、限度を超える取引については警告を発生さ
せるか、若しくは取引停止とさせる。以下に各判断の詳細を示す；
売り限度の判断
図２に示す判断１の売り限度の判断の具体例を図３に示す。ここで企業データ８３は、企
業情報データベース３０からデータの提供を受けたものであり、ここで企業情報データベ
ース３０は、株式会社帝国データバンクの企業概要データベースＣＯＳＭＯＳ２であるの
が好ましい。本実施形態では、企業データ８３はＣＯＳＭＯＳ２のデータに基づいたもの
であり、企業概要データとして評点を備えている。本サイト２０に参加する売り手企業の
売り限度を、ＣＯＳＭＯＳ２の評点に基づいて、評点が６５点以上の企業は月商の１０％
まで、評点が４９点以上６５点未満の企業は月商の５％まで、その他の企業は月商の３％
までと設定する。これらの判断を任意の期間毎に行い、売り限度を設定する。この期間は
本サイト２０のオーナが任意に決定することができる。ここで、売り限度とは、本サイト
で、売主が掛け売りできる金額、つまり、サイトオーナー、買主から見た買掛債務残の限
度額のことを言う。
【００５１】
買い限度の判断
図２に示す判断２の買い限度の判断の具体例を図４に示す。本サイトのオーナが任意に決
定できる期間毎に企業データ８３を用いて買い限度を設定するためにランク分けを行う。
ここで、買い限度とは、本サイトで、買主が掛けで買うことができる金額、つまり、サイ
トオーナー、売主から見た売込債権額のことを言う。好ましい実施形態では、ランクをａ
１乃至ａ５及びＣＯＤ（Cash On Delivery）という６つのランクを設定する。ＣＯＤとは
代金引換のことを意味し、与信の対象外のランクである。本サイト２０に参加する買い手
企業の買い限度を、ＣＯＳＭＯＳ２の評点に基づいて、評点が６５点以上の企業をａ１と
、評点が４９点以上６５点未満の企業であり且つ売り上げが１０億円以上で法人申告があ
る企業をａ２と、評点が４９点以上６５点未満の企業であり且つ決算が黒字である企業を
ａ３と、評点が４９点以上６５点未満の企業であり且つ資本金が１０百万円以上の企業を
ａ４と、評点が４９点以上６５点未満の企業であり且つ資本金が１０百万円未満の企業を
ａ５とランク分けする。また、評点が３５点以上４９点未満の企業については、表１に示
したような項目に基づいて更に点数化し、合計の点数が０点以上の企業をａ５と、０点未
満の企業をＣＯＤとランク分けする。例えば、ＣＯＳＭＯＳ２の評点動向が、上方（＋１
点）であり、売り上げ規模が０．５億円（－１点）であり、業歴が１１年（０点）である
企業の場合は、＋１－１＋０＝０点となり、ａ５ランクとなる。別の例として、ＣＯＳＭ
ＯＳ２の評点動向が、下方（－１点）であり、売り上げ規模が４億円（０点）であり、業
歴が９年（－１点）の企業の場合は、－１＋０－１＝－２点となり、ＣＯＤランクとなる
。また、ＣＯＳＭＯＳ２の評点が３５点未満の企業の場合は、無条件でＣＯＤランクとな
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り与信の対象外となる。
【００５２】
支払いぶりによる買い限度の調整
図２に示す判断３の支払いぶりによる買い限度の調整の具体例を図５に示す。本サイト２
０のオーナが任意に決定することができる期間毎に支払いぶりデータ８４を用いて上記判
断２のステップで分けたランクの上下動を調整する。好ましい実施形態では、所定の取引
実績の回数を上回る取引の回数の実績がある企業は、１ランクアップさせることができる
。この所定の取引実績回数は、本サイト２０のオーナが任意に決定することができる。ま
た、本サイト２０における商取引において、所定の日数以内の支払遅延が発生した場合は
、１ランクダウンさせることができる。この所定の日数も、本サイト２０のオーナが任意
に決定することができる。更に、所定の日数以上の支払遅延が発生した場合、及び本サイ
ト２０のオーナが任意に設定した条件、例えば３ヶ月の間に２回目の所定の日数以内の支
払遅延が発生した場合は、取引を停止する。これらのいずれの条件にも入らない場合は、
ランクは現状維持とする。
【００５３】
買い限度額の入力／限度管理
上記のようなランクａ１乃至ａ５に応じた買い限度額を予め設定する。例えば、ａ１には
５００万円、ａ２には４００万円・・・・ａ５には１００万円という買い限度額を設定す
ることができる。この買い限度額とランクを連動させる。
【００５４】
それぞれの買い限度のランク（ａ１乃至ａ５）に対応するように、売り込み限度のランク
を設定する（ｂ１乃至ｂ５）。これらの売り込み限度の各ランクに売り込み限度額を入力
し、債権債務限度管理局９０において、設定された売り限度と買い限度内で取引が行われ
ているかどうか監視し、限度を超える取引については警告を発するか、若しくは取引停止
とする。ここで監視された結果が支払いぶりデータ８４に提供され、上記判断３に更にフ
ィードバックされる。更に、債権債務限度管理局９０は、決済管理と受発注管理とを行い
、電子文書を保管する。図２に示した不安情報データ８１及びクレームデータ８２は、本
サイト２０のオーナが任意に入力して作成するものであるが、好ましい実施形態では、売
り手からのクレームは自動的に情報がクレームデータ８２に提供されうる。
【００５５】
本発明による与信判断をネットワーク上の本サイトにてリアルタイムに実行することによ
り、ネットワーク上で匿名性を維持しつつ安全に大規模なB to Bの電子商取引を実施する
ことが可能である。以下に、本システムを利用した電子商取引の実施例を説明する；
ＥＣリスクマネージメントサイトへの参加
売り手及び買い手となる企業ユーザは、外部認証局４０において認証を取得する。次いで
、外部認証の承認と、本サイト２０における認証を行い、管理番号及び期限をつける。本
サイトにログオンしようとする企業ユーザについて、認証の期限の管理とクレーム、不安
情報が発生していないかどうか、その度合いによって取引権限の管理を行う。次いで、企
業データ８３に格納された例えばＣＯＳＭＯＳ２の企業概要データと適合させる。上記好
ましい実施形態で説明した与信判断プロセスにより、当該企業ユーザの与信判断を行い、
売り限度と買い限度とを設定する。また支払いぶりデータをフィードバックしランクに反
映させる。次いで、与信判断がされた企業ユーザは、取引サイトにログオンする。ただし
、ＣＯＤ条件と判断された企業ユーザは、取引サイトにログインすることは可能であるが
、決済条件がＣＯＤのみの取引となる。
【００５６】
電子商取引
図６に、インターネット上に構築された電子商取引サイトにおける電子商取引の好ましい
実施形態を示す。取引サイトにログオンした企業ユーザのうち売り手企業は、取引サイト
に売りたい商品について販売希望照会をする（ステップ１）。一方、買い手企業は、取引
サイトに提示されている所望の商品について購入希望照会をする（ステップ１’）。次い
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で、買い手企業は、購入希望申込をし（ステップ２’）、売り手企業は販売希望申込をす
る（ステップ２）。ここで債権債務管理局９０において、商取引の限度枠内であるかどう
か判断され、限度枠内であれば売買が確定し、受発注管理システム９１が起動する。この
際、買い手企業側にはサイトオーナー又は売主からみて債権残が発生し、売り手企業側に
はサイトオーナー又は買主からみて商品買掛債務が発生する。これらの債権債務を債権債
務管理局９０が管理し、受発注管理システム９１から売り手企業に対して注文書が発行さ
れ（ステップ３）、一方、買い手企業に対しては購入確定通知が発行される（ステップ３
’）。売り手企業は商取引の対象となる商品を出荷したときに受発注管理システム９１に
対して出荷登録をし（ステップ４）、一方、受発注管理システム９１は買い手企業に対し
て出荷通知をする（ステップ５）。次いで、買い手企業は商品を受領した後に、受発注管
理システム９１に対して受領・検収登録をし（ステップ６）、受発注管理システム９１は
売り手企業に対して受領・検収通知をする（ステップ７）。受発注管理システム９１は、
決算時に買い手企業に対して請求書を発行する（ステップ８）。受発注管理システム９１
は、上記一連のステップ（ステップ３乃至ステップ８）で発行された通知を電子文書とし
て保管する。次いで、決済システム９２に移行し、買い手企業は決済システム９２に支払
いをし（ステップ９）、決済システム９２は売り手企業に支払いをする（ステップ１０）
。別の実施形態では、売り手企業及び買い手企業は既存の銀行などの決済機関を介して決
済をすることができうる。次いで、売り手企業は決済システム９２に対して入金の登録を
し、それを受けて決済システム９２は、買い手企業に対して債権残の消し込みをし、売り
手企業に対して商品買掛債務の消し込みを行うと同時に、支払期日の管理を行う。具体的
には、期日どおりの入金がされているかどうか確認し、その支払状況を支払いぶりデータ
８４に記録する。また決済システム９２は、買い手企業に対しては債権残を把握し、該債
権残が限度額内であるかどうか判断し、限度額超過になるのであれば追加取引をできなく
させ、一方、売り手企業に対しては納品買掛債務残を把握し、該納品債務残が限度額内で
あるかどうか判断し、限度額超過になるのであれば追加取引をできなくさせる。更に売り
手企業及び買い手企業からのクレーム等をクレームデータに記録すると共に、売り手企業
及び買い手企業に自動的にメール通知を行う。別の好ましい実施例では、サイトオーナー
の権限によりクレームの度合、不安情報、倒産情報、手形不渡り、差押、クレームの度合
等により、取引権限を剥奪することができる。また、上述の実施例における電子商取引は
、サイトオーナーのみが商取引に関与する買主及び売主の企業名を識別することができ、
買主及び売主という商取引に参加している者は互いの企業名を識別することができない匿
名性を備えていても良い。この場合、匿名性を利用することにより実社会の系列販売など
にとらわれることなく、実社会の商取引とは異なる取引相手と、実社会の商取引とは異な
る取引量で電子商取引をすることができる。当該匿名商取引についての更に詳細な実施形
態は後述する。
【００５７】
以上説明した実施例は、インターネット１０上に構築された電子商取引サイトにおける電
子商取引の例である。本発明の他の好ましい実施例として、図７に示すようなＡＳＰ（ア
プリケーション・サービス・プロバイダ）の形態においても、本発明による与信判断を提
供することができる。ここで、図２に記載した判断３（Ｓ３）の次のステップとしての判
断４の具体例を図９に示す。特定のアプリケーション・サービス・プロバイダのサイトに
おいて、本発明による与信判断方法を提供することができるコンピュータプログラムを稼
働させ、インターネット１０を介して電子商取引に関与するユーザ（法人）１１１，１１
２，１１３．．．に対して図９に示した判断４により、各ユーザの体力に見合った買い限
度の入力を行い、各ユーザが取引を行いたい企業に対して与信判断を行い、その取引限度
をインターネット１０を介して各ユーザに対して発するか、若しくは、取引限度額が超過
した場合は各ユーザに対して、インターネットを介して取引停止、縮小の警告を発するこ
とができる。
【００５８】
更に別の好ましい実施例としては、本発明による与信判断を提供することができるコンピ



(13) JP 4889140 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

ュータプログラムの全部または一部をパッケージ化することにより、ユーザのコンピュー
タにおいて本発明にかかる与信判断を行うことが可能である。この場合、与信判断のアル
ゴリズムを実行するプログラムは与信判断システム１１０としてユーザ側のコンピュータ
で稼働するが、逐次更新が必要な企業データ１２０は、たとえばインターネット１０のよ
うなコンピュータネットワークを介してアクセスすることができる。
【００５９】
完全匿名電子商取引の好ましい実施形態
図１０に、本発明による匿名電子商取引システムが機能するネットワークシステムの好ま
しい実施形態の概略図を示す。本システムは好ましくは、インターネット１０上でアクセ
ス可能な匿名電子商取引サイト１１３０と、認証局１１２０と、審査局１１２１と、決済
局１１２２と、物流局１１２３と、コンテンツ提供局１１２４とを有する。該サイト１１
３０は、認証局１１２０に接続された審査局１１２１と接続された認証・与信サーバ１１
３１と、決済局１１２２に接続された決済サーバ１１３２と、物流局１１２３に接続され
た物流サーバ１１３３と、コンテンツ提供局１１２４に接続されたコンテンツサーバ１１
３４と、電子商取引サーバ１１３５とを包含する。該電子商取引サーバ１１３５は、少な
くとも企業情報と、商品情報と、購買履歴とを包含するデータベース１１３６を包含する
。インターネット１０を介して、企業ユーザである売手企業１１４１，１１４２，１１４
３・・・及び買手企業１１５１，１１５２，１１５３・・・は該匿名電子商取引サイト１
１３０にアクセスすることができる。
【００６０】
前記企業ユーザは、はじめて該匿名電子商取引サイト１１３０に参加する際には、認証局
１１２０を介して審査局１１２１により参加条件を審査される。参加条件は例えば、企業
業績、売り上げ、業歴などであり、支払い能力、納品能力などがない企業を排除し、信頼
性の高い電子商取引サイトを構築するのが目的である。一定の審査条件を満たした企業の
みが該サイトにおいて匿名で商取引をすることができる。即ち、取引相手が匿名であるた
め、一定の参加基準を満たしていない企業と取り引きするのは非常にリスクが高いので、
サイトオーナが任意の参加基準を設けることにより、該サイトの信用を高め安全な電子商
取引を行うためである。このような、いわゆる会員制電子商取引システムに最後まで完全
な匿名性を採用することにより、参加企業ユーザは匿名性が担保されると共に、取引相手
の与信判断をする手間が省け、効率的に商取引をすることが可能となる。
【００６１】
本発明による完全匿名化電子商取引システムは、紙・板紙などのようにある一定上のレベ
ルで品質が安定した一次加工品の商取引に特に有用である。これは電子商取引では、実際
の商品の全てを手にとって品質を確認することが困難であるため、ある程度の品質がサイ
トオーナと参加ユーザとの間で共通の認識が形成されている状況で実施されるのが好まし
い。以下に、紙・板紙の完全匿名化電子商取引の実施例を示す。
【００６２】
かかる完全匿名性の電子商取引を実施する電子商取引サイトにおいて、サイトオーナーは
、種々の電子商取引形態を具現化することができる。第１の好ましい実施形態として、リ
バースオークション（いわゆる逆競り）に適用することができ、第２の好ましい実施形態
として、エクスチェンジ（いわゆるマッチング。好ましい実施形態では「お買い得情報」
、「お買い得市場」ともいう。）に適用することができる。
【００６３】
また本発明では、「売手」のことを「サプライヤ」とも称し、「買手」のことを「バイヤ
」若しくは「ユーザ」とも称する。また売手（サプライヤ）とは、落札若しくは商談が成
立（約定）した者のみをいうのではなく、商取引に参加した他の売手も含み、同様に、買
手（バイヤ）とは、実際に落札した若しくは商談が成立（約定）した者のみをいうのでは
なく、商取引に参加した他の買手も含む。
【００６４】
リバースオークションによる完全匿名化電子商取引
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前記リバースオークションの完全匿名化電子商取引の流れの概略を図１１に示す。所定の
審査条件を満たし、登録された会員は買手企業と売手企業に分類することができる。好ま
しい実施形態では、買手企業は例えば、出版社、印刷業者などのエンドユーザや、紙卸業
者などが該当する。また売手企業は一次卸、総合商社、２次卸、製造業者（メーカ）など
が該当する。
【００６５】
まず買手企業は、完全匿名の取引サイト１１３０にアクセスし、購入を希望する商品を発
注する（ステップ２０１）。この際、好ましい実施形態では、紙の品種・数量・希望購入
価格、寸法、荷姿、届け先などを明らかにする必要がある。該発注情報は取引サイトにお
いて、自動的に入札情報のページ７３０（図１９参照）に転送され、情報が公開される。
一方、売手企業は上記入札情報のページ７３０で、注文を閲覧し（ステップ２０２）、注
文に関する条件を見て倉庫前渡し価格を応札する（ステップ２０３）。
【００６６】
商談の好ましい実施形態の一例のフローチャートを図１２に示す。まず買手（ユーザ）が
購入希望価格を設定する（ステップ３０２）。次いで、売手（サプライヤ）の販売希望価
格が買手の購入希望価格以下か否か判断する（ステップ３０３）。もし売手の販売希望価
格が買手の購入希望価格を上回るならば他の売手を探索する（ステップ３０４）。次いで
、他の売手が見つかるか否か判断する（ステップ３０５）。売手が見つからないならば、
上記ステップ３０２乃至３０５の処理を繰り返す。ステップ３０５において、他の売手が
見つかったならば、次いで競合状態判定ルーチンに進む（ステップ３０６）。ステップ３
０３において、売手の販売希望価格が買手の購入希望価格以下ならば、競合状態判定ルー
チンに進む（ステップ３０６）。次いで、売手が複数存在して競合状態であるか否か判断
する（ステップ３０７）。もし競合状態であるならば、競合解消ルーチンに進む（ステッ
プ３０８）。好ましい実施形態の競合解消ルーチンでは、複数の売手の販売希望価格を比
較して、最も低い価格を提示した売手を選択することができる。他の好ましい実施形態で
は、複数の売手と個別に商談をすることにより、販売価格、数量、納期などを勘案して特
定の売手を決定することができる（ステップ３０９）。ステップ３０７において、競合状
態でなければ、自動的に売手が決定される（ステップ３０９）。
【００６７】
サイトの運営者は、商談の進行に伴い、ユーザに倉庫での引取価格に運賃を加えた金額を
知らせる。一方、少なくとも希望する売り手企業には、入札状況の途中経過を通知し（ス
テップ２０４）、落札の可能性を高めることができる通知サービスを実施することができ
る（ステップ２０５）。好ましい実施形態では、これらの通知は、電子メールによる通知
をすることができる。入札期間終了時点で最低価格入札者に落札することにより商談が成
立する。その結果取引サイト１３０は、商談成立の連絡を買手及び売手の双方に通知する
（ステップ２０６）。次いで、サイト運営者は、契約物流企業に指示することにより、売
手企業の指定場所から商品を引取り（ステップ２０７）、届け先へ配送する（ステップ２
０８）。売手企業はサイト運営者に請求書を発行し、サイト運営者は買手企業に請求を行
う（ステップ２０９）。買手企業は、サイト運営者に支払いをし、サイト運営者は手数料
を差し引いた金額を売手企業に支払う（ステップ２１０）。
【００６８】
エクスチェンジによる完全匿名化電子商取引
エクスチェンジによる完全匿名化電子商取引の流れの概略を図１３に示す。所定の審査条
件を満たし、登録された会員は買手企業と売手企業に分類することができる。上記リバー
スオークションの場合と同様に、好ましい実施形態では、買手企業は例えば、出版社、印
刷業者などのエンドユーザや、紙卸業者などが該当する。また売手企業は一次卸、総合商
社、２次卸、製造業者（メーカ）などが該当する。
【００６９】
まず売手企業は、完全匿名の取引サイト１１３０にアクセスし、紙・板紙のバーゲン（ba
rgain）情報を提示する（ステップ２０１）。好ましい実施形態では、品質上の問題は一
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切ないことを条件とすることができる。この際、紙のメーカ名、銘柄などは必ずしも明ら
かにしないが、品種、数量、倉庫での引取価格、寸法、最低発注単位、在庫場所などを明
らかにする。また、当該製品が何故バーゲン（買い得）なのかを特記事項として情報を開
示することができるのが好ましい。買手企業（ユーザ）は、かかる公開された情報を閲覧
し（ステップ４０２）、必要に応じてサイト運営者にサンプルの請求をすることができる
（ステップ４０３）。サイト運営者は、要求があったユーザにサンプルを送付することが
できる（ステップ４０３）。買手企業であるユーザ会員の発注表示画面（後述する８５０
）には品代に加えて、指定配送場所までの物流費用が加わった合計価格が表示される。ユ
ーザより発注があればサイト運用者が受注する。
【００７０】
商談の好ましい実施形態の一例のフローチャートを図１４に示す。まず売手（サプライヤ
）が販売希望価格を設定する（ステップ５０２）。次いで、買手（ユーザ）の購入希望価
格が売手（サプライヤ）の販売希望条件に合致するか否か判断する（ステップ５０３）。
もし売手の購入希望価格が買手の販売希望価格を上回るならば他の売手を探索する（ステ
ップ５０４）。次いで、他の売手が見つかるか否か判断する（ステップ５０５）。売手が
見つからないならば、上記ステップ５０２乃至５０５の処理を繰り返す。ステップ５０５
において、他の買手が見つかったならば、次いで商談ルーチンに進む（ステップ５０６）
。ステップ５０３において、買手の購入希望価格が売手の販売希望価格以下ならば、商談
ルーチンに進む（ステップ５０６）。次いで、商品配分ルーチンに進み（ステップ５０７
）、商品が残っているか否か判断する（ステップ５０８）。もし商品が子載っているなら
ば、上記ステップ５０２乃至５０８の処理を繰り返す。商品が残っていなければ販売が終
了する（ステップ５０９）。
【００７１】
図１４に示したエクスチェンジのステップ５０１乃至５０９に従い商談が進行し（ステッ
プ４０５）、完全匿名のまま成立する（ステップ４０６）。好ましい実施形態では、買手
企業（ユーザ）は売手企業の提示する価格や納期などの条件を定型フォームで交渉するこ
とができる。更に他の好ましい実施形態では、定型フォームを利用せずに、より柔軟な交
渉をすることができる、サイト運営者が準備する所定のフォーム（キャラクタ）を利用し
て交渉をすることができる。商品の引取・納品及び決済に関しては、前記リバースオーク
ションの場合と同様である（ステップ４０７乃至４１０）。他の好ましい実施形態におけ
る決済では、決済にいわゆる商社金融をつけることができる。即ち、サイト運営者は買手
企業（ユーザ）からの支払いのユーザンス（例えば４ヶ月又は１２０日支払い）よりも短
いユーザンス（例えば３ヶ月又は９０日支払い）を売手企業との間に設定することにより
、売手企業は１ヶ月又は３０日間の資金繰りが有効となり、倒産リスクを低減させること
ができる。
【００７２】
【実施例】
上記いずれの実施形態においても、一定の参加基準を満たした参加企業ユーザは、認証局
１１２０及び／又は審査局１１２１により、ユーザアカウントであるＩＤと、パスワード
が付与される。審査局１１２１は、参加企業ユーザに付与したＩＤ及びパスワード、及び
、参加企業ユーザの企業情報を認証・与信サーバ１１３１に格納する。ここで好ましい実
施形態では、サイトオーナは、当該ＩＤ番号とパスワードに関して、予めユーザ専用と、
サプライヤー専用のものと、異なる２種類のセットを参加企業に付与する。
【００７３】
認証された参加企業ユーザは、インターネット１０を介して紙・板紙の電子商取引サイト
にアクセスする。アクセスした際に、ユーザサイドの情報端末装置で確認することができ
るスタート画面の一例を図１５に示す。画面６００は、ページのタイトル部６０１と、メ
ニュー部６０２を包含する。好ましい実施形態では、買手（ユーザ）はメニュー部６０２
において、▲１▼リバースオークション６１０と、▲２▼お買い得市場６１１とをそれぞ
れ選択することができる。
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【００７４】
リバースオークションによる完全匿名化電子商取引の実施例
買手企業（ユーザ）サイドの登録手続
リバースオークションによる完全匿名化電子商取引は、ユーザが購入したい製品の情報を
リバースオークションサイトに登録し、これに対してサプライヤーは応札する。通常のオ
ークションと異なる点は、低い価格を提示したサプライヤーが落札するということである
。
【００７５】
上記メニュー部６０２において▲１▼リバースオークション６１０を選択すると、ユーザ
サイドの情報端末装置においてリバースオークション形式の完全匿名化電子商取引に参加
するためのスタート画面が表示される。図１６に会員を確認するためのスタートページの
一例を示す。登録ユーザは、サイトオーナから予め付与されたユーザ専用のＩＤ番号とパ
スワードをフィールド７０１及びフィールド７０２に入力し、「発注」ボタン７０４を選
択し、実行する。画面上のボタンは、それぞれ実行コマンドが埋め込まれており（embedd
ed）、実行することにより所定のイベントを実行する。画面７００に包含されるボタン７
０４乃至７０６はそれぞれ所定のページを表示させるイベントコマンドが埋め込まれてい
る。好ましい実施形態では、これらの画面は、Microsoft（登録商標）のＷｉｎｄｏｗｓT

MオペレーティングシステムのようなＧＵＩ（グラフィカルユーザインターフェース）を
備えたクライアントコンピュータのディスプレィ上で確認することができ、キーボード若
しくはマウスなどのような入力デバイスを用いて、画面上でボタンを選択及び実行（以下
、「クリック」ともいう。）することにより実行することができる。他の好ましい実施形
態では、クライアントコンピュータの代わりに、いわゆるＰＤＡ（Personal Digital Ass
istant）又は携帯電話などの他の情報端末装置を利用することも可能である。ユーザ専用
のＩＤ番号及びパスワードを入力した場合は、「入札」ボタン７０５及び「再入札」ボタ
ン７０６をクリックしてもエラーが返され実行することができないのが好ましい。
【００７６】
「発注」ボタン７０４を選択し、該ボタンに埋め込まれたコマンドを実行することにより
発注ページ７１０を表示することができる。発注ページの一例を図１７に示す。ここでは
、紙・板紙に関する完全匿名化電子商取引の画面の一例を示す。ユーザは発注したい紙に
関して項目毎に必要事項を記入する。これらの項目のうち、所定の項目に関しては必須入
力事項であるが、他の所定の項目に関しては任意の入力事項である。好ましい実施形態で
は、紙のメーカー名と、紙の銘柄名と、購入希望価格（上限）に関しては任意の入力項目
とすることができる。他の項目に関しては必須の入力項目とすることができる。図１７で
は、ユーザ（買手）が四六判で５５Ｋｇの上質紙３００連を￥１００／ｋｇ以下で購入し
たい場合を画面７１０内の各フィールドに入力した例を示す。ユーザは上記所定の項目に
必要な入力事項を記入した後、「発注」ボタン７１３をクリックする。次いで、発注確認
７２０のページが表示される。発注確認のページの一例を図１８に示す。ユーザは、発注
内容に相違がなければ「確認」ボタン７２１をクリックすることにより発注作業は終了す
る。発注が完了したら、発注した内容は自動的に入札情報のページ７３０に転送される。
【００７７】
売手企業（サプライヤ）サイドの入札（応札）手続
完全匿名化電子商取引リバースオークションに参加する紙・板紙のサプライヤーは、図１
５のメニュー部６０２において▲１▼リバースオークション６１０を選択する。リバース
オークション形式の完全匿名化電子商取引に参加するためのスタート画面が売手（サプラ
イヤ）サイドの情報端末装置に表示される（図１６）。ここでサプライヤー専用のＩＤ番
号とパスワードを各フィールド７０１及び７０２に入力し、「入札」ボタン７０５をクリ
ックする。次いで、入札物件インデックスのページ７３０が表示される。入札物件インデ
ックス画面の一例を図１９に示す。売手企業は、入札したい物件があれば画面７３０上か
ら選択して、品種名をクリックすることができる。例えば、「上質紙」を選択すると、図
２０に示したような個別物件の画面７４０が表示される。売手企業は、このページにおい
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て入札ボタン７４１をクリックすることにより入札をすることができる。入札ボタン７４
１をクリックすることにより、入札画面が表示される。入札ページの一例を図２１に示す
。売手企業は、各フィールド７５１に、入札価格、会社名、ＩＤ番号、パスワード、担当
者名、製品保管場所などを記入し、確認ボタン７５２をクリックする。次いで、入札確認
の画面７６０が表示される。入札確認画面の一例を図２２に示す。売手企業は、画面７６
０の記載内容を確認し、入札画面７５０において記載した事項と相違ないことを確認した
ら、確認ボタン７６１をクリックすることにより入札が完了する。サイト運営者は、入札
終了の所定の時間前になると、落札価格に変更がないかどうかを確認する通知を送信する
ことができる。好ましい実施形態では、所定の時間は２時間であり、サイト運営者が任意
に設定、変更することができるものである。また、通知の手段は電子メールであるのが好
ましい。上記確認の通知を受け取った売手は、取引サイト１３０にアクセスし、初期画面
６００上でリバースオークション６１０をクリックする。図１６に示した他面７００が表
示され、ＩＤ番号及びパスワードを入力し、再入札ボタン７０６をクリックする。次いで
、前回入札した事項が記載された再入札画面７７０が表示される。該再入札画面の一例を
図２３に示す。ここで売手企業は、入札価格を変更したい場合は、価格のみを書き換えて
「確認」ボタン７７１をクリックする。次いで、再入札確認の画面７８０が表示される。
該再入札確認の画面の一例を図２４に示す。変更内容を含めた記載内容に誤りがないかど
うか確認し、記載内容に相違がなければ確認ボタン７８１をクリックし、再入札を完了さ
せる。
【００７８】
上記手続に従って、最低価格を提示した売手企業が落札することになる。サイト運営者は
、入札した全売手企業に対して落札結果を通知する。落札した売手企業に対しては引取日
時などの明細を通知する。入札した買手企業（ユーザ）には、落札金額と指示通りに配送
する旨の通知を行う。
【００７９】
エクスチェンジによる完全匿名化電子商取引の実施例
売手企業（サプライヤ）サイドの登録手続
エクスチェンジによる完全匿名化電子商取引は、売手企業が売りたい製品とその売価を添
えてお買い得情報サイト４３０に登録し、これに対して買手企業（ユーザ）が希望商品が
あれば購入するというシステムである。その際、売手企業の提示した価格、数量及び納期
について該サイト上で直接交渉ができるのが好ましい。
【００８０】
図１５のメニュー部６０２において▲２▼お買い得市場６１１を選択すると、売手（サプ
ライヤ）サイドの情報端末装置において、エクスチェンジ形式の完全匿名化電子商取引に
参加するためのスタート画面が表示される。図２５に会員を確認するためのスタートペー
ジの一例を示す。前記リバースオークションの場合と同様に、登録サプライヤは、サイト
オーナから予め付与されたサプライヤ専用のＩＤ番号とパスワードをフィールド８０１及
びフィールド８０２に入力し、「登録」ボタン８０５をクリックする。画面上のボタンの
プログラム的な特徴は、上述のリバースオークションの項目で説明したものと同様である
。従って、キーボード若しくはマウスのような入力デバイスによって画面上でカーソルを
ボタンに重ねクリックする（選択及び実行する）ことにより、ボタンに埋め込まれたイベ
ントを実行することができる。また、サプライヤ専用のＩＤ番号及びパスワードを入力し
た場合は「登録」ボタン８０５を、ユーザ専用のＩＤ番号及びパスワードを入力した場合
は、「物件を見る」ボタン８０４をクリックしないと、エラーが表示され、画面が変更さ
れないのが好ましい。
【００８１】
「登録」ボタン８０５をクリックすることにより登録ページ８１０を表示することができ
る。登録ページの一例を図２６に示す。売手企業は、登録したい紙に関して項目毎に各フ
ィールド８１１に必要事項を記入する。上述のリバースオークションの場合と同様に、こ
れらの項目のうち、所定の項目に関しては必須入力事項であるが、他の所定の項目に関し
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ては任意の入力事項である。好ましい実施形態では、紙のメーカー名及び紙の銘柄名に関
しては任意の入力項目とすることができる。他の項目に関しては必須の入力項目とするこ
とができる。図２６では、売手（サプライヤ）が上質コート紙１００ＭＴ(*注)を￥１０
５／ｋｇで販売したい場合を画面８１０内の各フィールドに入力した例を示す。（※注：
１００ＭＴとは販売を希望する総数量を示すが、必ずしも１回で取り引きする単位ではな
い。）　売手は上記所定の項目に必要な入力事項を記入した後、「登録」ボタン８１２を
クリックする。次いで、登録確認のページ８２０が表示される。登録確認のページの一例
を図２７に示す。売手は、登録内容に相違がなければ「確認」ボタン８２１をクリックす
ることにより登録作業は終了する。登録が完了したら、登録した内容は自動的に「お買い
得品市場インデックス」のページ８３０（図２８参照）に転送される。
【００８２】
買手（ユーザ）サイドの注文手続
完全匿名化電子商取引エクスチェンジに参加する買手企業ユーザは、図１５のメニュー部
６０２において▲２▼お買い得市場６１１を選択する。エクスチェンジ形式の完全匿名化
電子商取引に参加するためのスタート画面が表示される（図２５）。ここでユーザ専用の
ＩＤ番号とパスワードを各フィールド８０１及び８０２に入力し、「物件を見る」ボタン
８０４をクリックする。次いで、お買い得品インデックスのページ８３０が表示される。
お買い得品インデックス画面の一例を図２８に示す。買手企業ユーザは、購入したい物件
があれば画面８３０上から選択して、品種名をクリックすることができる。例えば、「上
質紙」を選択すると、図２９に示したような個別物件の画面８４０が表示される。発注す
る前に紙の実物見本を取り寄せたいときは、「見本請求」ボタン８４１をクリックするこ
とができる。見本請求ボタン８４１をクリックすることにより、サイト運営者宛に「見本
請求の希望」の通知がなされる。見本請求についてはこの段階で担当者の名前がなくても
、ＩＤ番号とパスワードで予め登録されている会員宛に届けられる。買手企業ユーザは、
このページ８４０において発注ボタン８４２をクリックすることにより発注の準備をする
ことができる。発注ボタン８４２をクリックすることにより、お買い得品市場発注画面８
５０が表示される。発注ページの一例を図３０に示す。買手企業は、各フィールド８５１
に、購入数量、購入価格、納入日時、納入場所、発注会社名、担当部署名、担当者名など
を記入する。予め売手企業が決めた値段で購入する場合は、「購入」ボタン８５３をクリ
ックする。価格交渉をしたい場合は、「交渉」ボタン８５２をクリックする。次いで、電
子メールのダイアログが起動し（図示せず）、希望する価格を記入して送信することがで
きる。電子メールは取引サイト４３０を介して売手企業に送信される。売手企業は受信し
た電子メールに対して返事を書く。この交渉に関しては、主に価格、数量及び納期のみし
か記入することができない定型フォームを使用することにより、互いの企業の特定をする
ことができないのが好ましい。サイト運営者は、この電子メールを用いた交渉の回数に制
限を課すことができるのが好ましい。条件面で交渉が成立したら、お買い得品市場発注画
面８５０にて「購入」ボタン８５３をクリックする。次いで、発注確認の画面８６０が表
示される。発注確認画面の一例を図３１に示す。買手企業は、画面８６０の記載内容を確
認し、発注画面８５０において記載した事項と相違ないことを確認したら、確認ボタン８
６１をクリックすることにより発注が完了する。サイト運営者は、交渉が成立したら、お
買い得品市場登録サプライヤーに購入数量と価格、引取日時を通知し、出荷の準備を促す
とともに、他に出荷しないようにする。また成約した時点で、その数量は、登録した数量
より自動的に差し引いて提示するのが好ましい。
【００８３】
引取・納品及び決済の実施例
引取・納品（デリバリ）と代金決済は、第１の好ましい実施形態であるリバースオークシ
ョンサイト並びに第２の好ましい実施形態であるお買い得情報サイト（エクスチェンジ）
において同様の手順で処理することができる。
【００８４】
デリバリ



(19) JP 4889140 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

商談成立の後、サイト運営者は契約物流会社１２３にユーザ名とサプライヤ名、納期、製
品の引取場所及び納入場所、製品名、米坪、寸法、連量、連数（巻き取りの場合は１本の
巻き取り連数と必要な巻き取りの数）を通知する。物流会社１２３は、納期に間に合うよ
うにサプライヤの倉庫まで製品を引取に行く。サプライヤには事前に引き取る運送会社と
車番を知らせておく。即ち、このデリバリの時点においても、買手及び売手の双方は互い
に秘匿状態である。基本的には引取日と納入日は同じであるのが好ましい。引取後、指定
納入先に納期どおりに配送する。
【００８５】
決済
計上は製品の納入を基準に行うのが好ましい。第１の好ましい実施形態である上記のリバ
ースオークションの場合であれば、例えば、５月１９日にサプライヤより製品が引き取ら
れたとしても、ユーザ指定の納入先には５月２０日にデリバリされた場合には、５月２０
日が計上日となる。月末の５月３１日に締め切られ、一定の期間（例えば３ヶ月）を経過
後（８月３１日）に決済を実行する。
【００８６】
原則として、入金・支払いの決済は同一の日に実行され、銀行振込にて実施される。ユー
ザはサイト運営者に取引成立金額（例えば１６１．７万円）に消費税を加えた金額を支払
う。サプライヤに対しては、取引成立金額（例えば１６１．７万円）より一定の手数料（
例えば３％）を差し引いた金額に消費税を加えた金額をサイト運営者が支払う。
【００８７】
リアルタイム信用情報検索の好ましい実施形態
図３２乃至３７に、本発明の好ましい実施形態による与信判断システムを利用したリアル
タイム信用情報検索サービスを提供するためのユーザ側端末画面の概略図を示す。
図３２は、本発明による与信判断システムを利用したリアルタイム信用情報検索サービス
を利用するユーザに提示することができる端末の初期入力認証画面の一例（３２００）を
示す。入力端末画面は、キーボードのみならず、マウスなどのポインティングデバイスに
も対応したグラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）により構成されるのが好
ましい。
リアルタイム信用情報検索サービスを利用するユーザは、所定の入力デバイスによりフィ
ールド３２１０に所定のユーザＩＤを、フィールド３２２０に所定のパスワードを入力す
る。上記所定の事項を入力した後、利用条件に同意し、サービスを利用する場合にはボタ
ン３２３０をクリックする。利用条件に同意せず、サービスを利用しない場合にはボタン
３２４０をクリックする。
【００８８】
本発明による与信判断システムは、ユーザ企業の企業情報をストアする企業情報データベ
ースシステムを有する。図３３に、ユーザがボタン３２３０をクリックした後に表示され
るユーザの所定の企業概要の一例を示す（３３００）。当該表示される企業概要は、企業
情報データベースにストアされている情報のうちの所定の情報である。好ましい実施形態
では、ユーザは、フィールド３３１０内に表示された企業概要を画面上で訂正することが
可能である。ユーザ側端末にて訂正されたユーザ企業情報をリアルタイムにユーザ情報デ
ータベースに反映させることができるのが好ましい。ユーザは、当該企業概要を閲覧し、
これ以上のサービスを必要としない場合は、ボタン３３２０をクリックすることにより、
前画面３２００に戻ることが可能である。当該企業概要に基づいて、リアルタイム信用情
報検索サービスを利用したい場合は、確認ボタン３３３０をクリックすることができる。
また、当該企業概要よりも詳細な経理情報に基づいてリアルタイム信用情報検索サービス
を利用したい場合は、詳細ボタン３３４０をクリックすることができる。
【００８９】
図３４に、ユーザが前記詳細ボタン３３４０をクリックした場合に、表示される詳細な経
理情報の入力画面の一例を示す（３４００）。ユーザは、より正確なリアルタイム信用情
報検索サービスを利用するために、画面３４００中のバランスシート等の所定の各項目に
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必要な事項を入力することができる。好ましい実施形態では、実際の金額を入力すること
ができる。また別の実施形態では、資産全体及び負債全体に対する各項目の比率を入力す
ることができる。各項目に必要な事項を入力した後、より正確なリアルタイム信用情報検
索サービスを利用するために、確認ボタン３４２０をクリックすることができる。具体的
な経理情報を入力せずに、既存の企業概要に基づいてリアルタイム信用情報検索サービス
を利用する場合は、ボタン３４１０をクリックし、画面３３００を表示させることができ
る。
【００９０】
図３５は、ユーザが、画面３３００で確認ボタン３３３０をクリックした場合、又は、画
面３４００で確認ボタン３４２０をクリックした場合に表示される与信先入力画面の一例
を示す（３５００）。ユーザは、与信先企業の所定のＩＤコードを入力することができる
。好ましい実施形態では、東京商工リサーチ（ＴＳＲ）企業コードを利用することができ
る。また別の実施形態では、ユーザは、所定のデータベースに登録された企業名を直接入
力若しくは選択することができる。ユーザは更に、与信先企業との希望取引限度額をフィ
ールド３５２０に入力することができる。また、ユーザは与信先企業との売買形態を特定
することが可能である。好ましい実施形態では、所定の売買形態をリスト表示３５９０さ
せ、ユーザが任意の売買形態を選択することができる。好ましい実施形態では、画面上で
希望取引限度額を算出することができる入力フィールド３５３０を設けても良い。入力フ
ィールドの一例として、参照番号３５３０に示すとおり、ユーザは、「月毎の売り上げ」
フィールド３５４０及び「回収月数」フィールド３５５０を入力することができる。ユー
ザが上記項目に所望の値を入力した後、フィールド３５６０は、フィールド間の計算を実
行した結果を表示するようにプログラムすることができる。好ましい実施形態では、希望
取引限度額フィールド３５６０には、月毎の売り上げフィールド３５４０及び回収月数フ
ィールド３５５０にそれぞれ入力された値の積を表示するようにプログラムすることがで
きる。
ユーザは、与信先企業及び当該与信先企業との希望取引限度額の入力後、確認ボタン３５
８０をクリックすることにより、次のステップに進むことができる。サービスの進行を望
まない場合は、ボタン３５７０をクリックすることにより前画面３３００若しくは３４０
０に戻ることができる。
【００９１】
図３６は、ユーザが画面３５００において確認ボタン３５８０をクリックした場合に表示
される、リアルタイム信用情報検索サービスの検索結果及び計算結果を表示する画面の一
例を示す（３６００）。
検索結果の一例として、与信先企業の概要３６１０を表示することができる。また、フィ
ールド３６２０には、与信判断の結果をランク付けして表示することができる。好ましい
実施形態では、この評価されたランクが、前回の評価のランクと比較してどのような傾向
にあるのか表示させることができる（３６２５）。また、当該与信先企業が、当該業界内
でどのような順位なのかを明示することができ、好ましい実施形態ではグラフ３６５５を
用いて明示することが可能である。更に、フィールド３６３０には本システムで計算され
た取引の推薦限度枠を表示することができる。また画面３５００のフィールド３５２０に
ユーザが入力した希望取引限度枠を、画面３６００においてもフィールド３６４０に表示
させることができ、推薦限度枠と対比させてユーザに提示させることができうる。
【００９２】
更に、フィールド３６５０には、最低限必要と判断する目安となる口銭率を表示させるこ
とができる。好ましい実施形態では、口銭率は、以下の式（１）に示した関係式で求める
ことができる。
最低口銭率＝ｄ＋資本コスト率＋経費率　　　　　　　　　　　　　　(1)
ここで、ｄは本システムで求められたランク毎に対応させた倒産確率である。当該倒産確
率はランクから統計的手法を用いて算出され、0.05％乃至10％の範囲内で設定されるのが
好ましい。資本コスト率は、好ましい実施形態では所定の業界平均の値を用いることがで
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きうる。他の好ましい実施形態では、以下の式（２）に示した関係式で求めることができ
る。
資本コスト率＝(自己資本×α＋支払金利)／(借入金＋自己資本)　　　(2)
ここで、任意係数αは、業界毎に統計的に算出される係数であり、配当、法人税などを加
味した値であり、好ましくは2.0％である。経費率は、好ましい実施形態では所定の業界
平均の値を用いることができうる。他の好ましい実施形態では、以下の式（３）に示した
関係式で求めることができる。
経費率＝販売管理費／売上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)
【００９３】
更に、フィールド３６６０に取引目標を表示させることができる。ここで取引目標は、好
ましい実施形態では以下の式（４）に示したような関係式で求めることができる。

ここで、推薦限度額が希望限度額よりも大きい場合は、取引目標額がプラスとなるため取
引拡大目標を提示することができ、反対に推薦限度額が希望限度額よりも小さい場合には
、取引目標額がマイナスとなるため取引縮小目標額を提示することになる。
上記のような最低必要口銭率及び取引目標をユーザに提示することにより、リアルタイム
な信用情報コンサルティングが可能となる。更に、好ましい実施形態では、上記数値を提
供するだけではなく、フィールド３６７０に適当なコメントを表示させることができうる
。当該コメントは、最低必要口銭率及び取引拡大目標額の値に応じて、予め登録してある
コメントを表示させるのが好ましい。他の好ましい実施形態では、集中与信管理表示３６
７５を表示させることができる。集中与信管理とは、当該与信先企業が重要取引先である
場合、所定の条件下で高率の信用を付与することをいう。この場合、常時、取引先の業状
を把握し、信用状況が悪化した場合でも、合理化協力、支援協力、経営参加又は取引停止
、撤退等の対応策が直ちに可能となるような管理を行う必要がある。好ましい実施形態で
は、ユーザの売込月商額が与信先企業の月商の１５％超である場合（即ち、与信先の月商
の１５％を１ヶ月間に売り込む場合）、当該与信先企業を集中与信先という。このような
状況に該当した場合、本発明にかかる与信管理システムでは「集中管理が必要です」３６
７５というアラートを表示させることができる。
【００９４】
更に別の実施形態では、このような単一の与信情報を提供するだけでなく、複数の与信先
企業情報を管理して比較提示することができる。画面３６００のポートフォリオボタン３
６９０をクリックすることにより、所望ならばユーザは複数の与信先企業情報を比較する
ことができる。複数の与信先企業情報の比較情報を望まない場合は、ボタン３６８０をク
リックすることにより前画面３５００に戻ることができる。
図３７に、ユーザがボタン３６９０をクリックした後に表示される、顧客ポートフォリオ
管理画面の一例を示す（３７００）。好ましい実施形態では、売買形態ごとのポートフォ
リオを画面を提示させることができる。当該ポートフォリオ管理では、与信先企業の商号
、ランク、ランクの傾向、集中管理の有無、推薦限度額、希望限度額、債権残、更新日及
び所定のフォロー項目を管理項目とすることができる。ここで所定のフォロー項目とは、
与信先企業の社長の変更、主銀行の変更、増資、原資、及び社名変更などといった項目の
ことを言う。これらのフォロー項目をリアルタイム若しくは日毎のバッチ処理によってユ
ーザに提供することにより、より質の高いポートフォリオ管理を提供することができる。
好ましい実施形態では、ユーザがボタン３７２０をクリックすることにより、本システム
により評価されたランク順に与信先企業を並べ替えたり、ボタン３７３０をクリックする
ことにより限度額順に与信先企業を並べ替えたり、又は、ボタン３７４０をクリックする
ことにより更新日順に与信先企業を並べ替えることが可能である。また、希望限度額及び
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債権残の値は、ユーザが自由に変更できるのが好ましい。個々の与信先企業の情報検索に
戻りたい場合は、ボタン３７５０をクリックすることにより、前画面３６００に戻すこと
が可能である。また、ユーザが与信先企業との電子商取引において種々の金融サービスを
望む場合には、ボタン３７６０をクリックすることができる。
【００９５】
電子商取引における金融サービス
更に別の実施形態では、本発明に係る電子商取引においてユーザに種々の金融サービスを
提供することができる。図３８に、ユーザが与信先企業と電子商取引を行う際に金融サー
ビスを選択することができるユーザインターフェースを備えた端末側画面の一例を示す（
３８００）。好ましい実施形態では、ユーザは所望の金融サービスが表示されたボタン３
８１０をクリックすることができる。また、所定の金融サービスを選択するにあたって、
特定の条件を設定することが可能である。好ましい実施形態では、予め特定の条件をリス
ト表示したユーザインターフェース３８２０を提供することができ、ユーザは入力デバイ
スを介して１以上の条件を選択することができる。図３８では、「顧客ポートフォリオ全
体のリスクを下げたい」、「リスクヘッジ額より料率が低い方が良い」及び「煩雑な手続
は避けたい」という３つの条件を選択した例を示す。
【００９６】
【発明の効果】
本発明によるシステムを用いて上記与信判断をリアルタイムで行うことにより、安全且つ
匿名性を維持したままB to Bの大規模な信用取引を行うことができる。更に、複数の与信
先企業をポートフォリオ管理することにより、より質の高い与信判断サービスを提供する
ことができる。特に、所定の与信先企業情報を略リアルタイム若しくは日毎に更新して提
供することにより、より柔軟な与信判断サービスを提供することができる。更に、ポート
フォリオ管理した与信先企業との商取引を行う際に種々の金融サービスを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好ましい実施形態による与信判断システムの概略ブロック図を示す。
【図２】本発明の好ましい実施形態による与信判断の方法を示す概略ブロックチャートを
示す。
【図３】本発明の好ましい実施形態による電子商取引の売り限度を判断する方法を示すブ
ロックチャートを示す。
【図４】本発明の好ましい実施形態による電子商取引の買い限度を判断する方法を示すブ
ロックチャートを示す。
【図５】本発明の好ましい実施形態による電子商取引の買い限度のランクを調整する方法
を示すブロックチャートを示す。
【図６】本発明の好ましい実施例による電子商取引の取引フローを示す。
【図７】本発明の他の好ましい実施形態による電子商取引のモデルを示す。
【図８】本発明の他の好ましい実施形態による電子商取引のモデルを示す。
【図９】本発明の他の好ましい実施形態による電子商取引のモデルにおける買い限度を判
断する方法を示すブロックチャートを示す。
【図１０】本発明による好ましい実施形態の匿名電子商取引システムが機能するネットワ
ークシステムの概略図。
【図１１】リバースオークションサイトと参加者とのトランザクションの概略図。
【図１２】リバースオークションの成立プロセスのフローチャート。
【図１３】エクスチェンジサイトと参加者とのトランザクションの概略図。
【図１４】エクスチェンジの成立プロセスのフローチャート。
【図１５】本発明による完全匿名電子商取引のサイトのトップページの概略図。
【図１６】リバースオークションに参加するための会員確認ページの概略図。
【図１７】リバースオークションにおけるユーザサイドの発注ページの概略図。
【図１８】リバースオークションにおけるユーザサイドの発注確認ページの概略図。
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【図１９】リバースオークションにおけるサプライヤサイドの入札物件ページの概略図。
【図２０】リバースオークションにおけるサプライヤサイドの個別物件ページの概略図。
【図２１】リバースオークションにおけるサプライヤサイドの入札ページの概略図。
【図２２】リバースオークションにおけるサプライヤサイドの入札確認ページの概略図。
【図２３】リバースオークションにおけるサプライヤサイドの再入札ページの概略図。
【図２４】リバースオークションにおけるサプライヤサイドの再入札確認ページの概略図
。
【図２５】お買い得品市場に参加するための会員確認ページの概略図。
【図２６】お買い得品市場におけるサプライヤサイドの登録ページの概略図。
【図２７】お買い得品市場におけるサプライヤサイドの登録確認ページの概略図。
【図２８】お買い得品市場におけるユーザサイドのインデックスページの概略図。
【図２９】お買い得品市場におけるユーザサイドの個別物件ページの概略図。
【図３０】お買い得品市場におけるユーザサイドの発注ページの概略図。
【図３１】お買い得品市場におけるユーザサイドの発注確認ページの概略図。
【図３２】本発明の好ましい実施形態によるリアルタイム信用情報検索サービスのユーザ
認証画面の一例を示す。
【図３３】本発明の好ましい実施形態によるリアルタイム信用情報検索サービスのユーザ
企業概要を表示した画面の一例を示す。
【図３４】本発明の好ましい実施形態によるリアルタイム信用情報検索サービスのより詳
細なユーザ企業概要及び財務情報を表示した画面の一例を示す。
【図３５】本発明の好ましい実施形態によるリアルタイム信用情報検索サービスにおける
与信先企業との取引条件を入力する画面の一例を示す。
【図３６】本発明の好ましい実施形態によるリアルタイム信用情報検索サービスにおける
与信先企業の信用情報を表示した画面の一例を示す。
【図３７】本発明の他の好ましい実施形態によるリアルタイム信用情報検索サービスにお
ける与信先企業のポートフォリオ管理サービス画面の一例を示す。
【図３８】本発明の更に別の好ましい実施形態による電子商取引において、種々の金融サ
ービスを提供する画面の一例を示す。
【符号の説明】
１０・・・インターネット
２０・・・ＥＣリスクマネージメントサイト
３０・・・企業データベース
４０・・・認証局
５１，５２，５３...・・・売手
６１，６２，６３...・・・買手
８１・・・不安情報・クレームデータ
８３・・・企業データ
８４・・・支払いぶりデータ
１００、１１０・・・与信判断システム
１１１，１１２，１１３・・・ユーザ
１２０・・・企業データ
１１２０・・・認証局
１１２１・・・審査局
１１２２・・・決済局
１１２３・・・物流局
１１２４・・・コンテンツ提供局
１１３０・・・取引サイト
１１３１・・・認証・与信サーバ
１１３２・・・決済サーバ
１１３３・・・物流サーバ
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１１３４・・・コンテンツサーバ
１１３５・・・電子商取引サーバ
１１３６・・・データベース
３２１０、３２２０・・・ユーザ認証手段へユーザ情報を提供する入力フィールド
３３１０・・・ユーザ情報特定手段により特定されたユーザ企業情報
３４００・・・ユーザ側端末から訂正可能なユーザ企業情報
３５１０・・・与信先企業特定手段に情報を提供する与信先企業情報入力フィールド
３５２０・・・希望取引限度額入力フィールド
３５４０・・・月商入力フィールド
３５５０・・・回収月数入力フィールド
３６１０・・・与信先企業情報
３６２０・・・ランク表示フィールド
３６３０・・・推薦限度額表示フィールド
３６４０・・・希望限度額表示フィールド
３６５０・・・最低必要口銭率表示フィールド
３６６０・・・取引目標額表示フィールド
３６７０・・・与信判断コメント表示フィールド
３７１０・・・与信先企業ポートフォリオ管理画面
３７２０，３７３０，３７４０・・・ソートボタン
３８００・・・金融サービス提供画面
３８１０・・・金融サービス選択ボタン
３８２０・・・金融サービス適用条件リスト

【図１】 【図２】



(25) JP 4889140 B2 2012.3.7

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(26) JP 4889140 B2 2012.3.7

【図７】 【図８】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】
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【図３６】 【図３７】

【図３８】
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